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平成３０年度第２２回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３１年２月１９日 

                    担当部・課：福祉部生活再建支援課〔内線３９５２〕 

① 件  名 

災害援護資金の貸付利率の変更等について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  災害援護資金については、被災者ニーズに応じた貸付けが実施できるよう、「地域の自主性及び 

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による災害弔慰金の支

給等に関する法律の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）が平成３０年６月に公布され、

貸付利率の見直しが行われた。 

また、平成３１年１月に東日本大震災時の特例により保証人がいない場合にあっても貸付けが認

められたこと等を踏まえ、保証人の要件緩和等の改正を行った「災害弔慰金の支給等に関する法律

施行令の一部を改正する政令」（以下「改正令」という。）が公布された。 

 

【目的】 

国の法令等改正の趣旨を鑑み、東日本大震災の特例に準拠し、より被災者ニーズに応じた貸付利

率等の見直しを図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 災害弔慰金の支給に関する法律（昭和４８年法律第８２号） 

 弔慰金の支給に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７４号） 

石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年４月１日条例第１３６号） 

石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（平成１７年４月１日規則第７８号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成３０年６月 改正法により、貸付利率は、据置期間終了後は、延滞の場合を除き年３％以内で

条例で定める率とされた。（平成３１年４月１日施行） 

平成３１年１月 改正令により、保証人の要件緩和と延滞利率の変更（年１０．７５％→年５％） 

がなされた。（平成３１年４月１日施行） 

⑤ 主な内容 

【貸付利率等の見直し】 

貸付利率について、東日本大震災時の特例と同様に「保証人を立てる場合は無利子とし、保証人

を立てない場合は、据置期間経過後は延滞の場合を除き、年１．５％」とする。 
 

改  正 現  行 特  例 

利率 利率 利率 

保証人あり 保証人なし 保証人あり 保証人なし 保証人あり 保証人なし 

無利子 １．５％ ３．０％  無利子 １．５％ 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 東日本大震災時の特例と同様の措置を講ずることで、災害援護資金の借受者の負担軽減が図られる。 

 

【財源措置】 

 予算との関連はなし 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 県内市町の対応方針と改正時期 

県内市町 
利率 

備考 改正時期 
保証人あり 保証人なし 

仙台市 無利子 １．５％ 東日本大震災特例に準拠 今年度 

塩竈市 無利子 １．５％ 〃 今年度 

気仙沼市 無利子 １．５％ 〃 今年度 

名取市 無利子 １．５％ 〃 今年度 

多賀城市 無利子 １．５％ 〃 今年度 

岩沼市 無利子 １．５％ 〃 今年度 

大崎市 無利子 １．５％ 〃 今年度 

登米市 無利子 １．５％ 〃 来年度 

東松島市   検討中  

女川町   検討中  
 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成３１年３月  市議会第１回定例会へ石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に 

         ついて追加提案（平成３１年４月１日施行） 

  石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正 

（平成３１年４月１日施行） 

４月～ ホームページ、市報により周知 

⑨ その他 

 

 


